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市内米軍施設の返還と跡地利用への支援等 

（財務省、防衛省） 

【提案内容】 

【提案の背景】 

・ 横浜市内には、他の大都市には例を見ない米軍施設（約 470 ヘクタール）

が存在し、都市づくりを進める上での大きな障害となっています。 

・ 戦後の接収以降、横浜市民は多大な負担を被ってきており、これまでの

経緯を踏まえ、返還によるメリットが市民にもたらされるよう、公共公

益的な利用の促進や国有地の処分条件の配慮、財政的な支援が求められ

ています。 

１ 市内米軍施設・区域の早期全面返還 

 (1) 返還方針が合意されている４施設・区域の早期返還 

(2)  瑞穂ふ頭／横浜ノース・ドックをはじめとした合意施

設以外の施設・区域の返還促進 

２ 跡地利用の具体化に向けた支援等 

 (1)  国事業の実施や本市事業に対する国の全面的な協力 

 (2)  国有地の無償利用など、地元及び市の意向の尊重 

 (3) 土壌汚染対策・工作物処理等の迅速かつ適切な対処 

３ 米軍施設及び返還施設周辺の生活環境の維持向上 

 (1)  上瀬谷通信施設における環状４号線整備に向けた国の

協力 

 (2)  根岸住宅地区に囲まれた日本人居住者への適切な対応 

(3)  災害や感染症発生等への適切な対応と情報提供の徹底 

 (4)  市民生活の安全性に配慮した防犯・防火対策の徹底 

４ 池子住宅等建設に関する地元要望の最大限の尊重 

 (1)  自然環境の保全、施設周辺の生活環境の維持・向上 

 (2)  地元をはじめ市民への適時・適切な説明と情報提供 

 (3) 地元要望を尊重した適切なプロセス・手続の確保 

 (4)  飛び地の利用、道路整備等地域まちづくりへの協力 
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小柴水域   ４２ha 

・ 返還施設の管理については、市民生活の安全性に配慮した防犯・防火対策

など適切な措置を講じることが必要です。 

・ 今後返還される施設についても土壌汚染や残存工作物等の状況を調査し、

その結果を踏まえ適切な措置を講じることが必要です。 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

鶴見貯油施設

提案の担当／政策局基地対策課長 佐藤 康博 ℡ 045-671-2057 

瑞穂ふ頭/
横浜ノース･ドック  土地５２ha  水域１１ha 
   国有(８１％)      ４３ha 根岸住宅地区   ４３ha 

 国有(６４％)  ２７ha 

池子住宅地区及び海軍 
 補助施設(横浜市域) ３７ha  
国有(９９％)     ３６ha 

深 谷 通 信 所   ７７ha 
 国有(１００％)  ７７ha 

全部返還 

住宅等の建設 
一部返還（1ha） 

全部返還 

・米軍が常駐していません。 

・施設内通行の安全性確保のため、防犯

灯の増設が急務となっています。 

・米軍が常駐していません。 

・周辺の道路混雑が著しく、住民生活及

び事業活動が阻害されています。 

・米軍管理地に囲まれた土地に日本人

世帯が居住し、日常生活上の様々な制

約を受けています。 

上瀬谷通信施設 ２４２ha 
 国有(４５％) １１０ha 

全部返還 

・次の 50 年に向けて海を抱く豊かな都市空間

「海(うみの)都(みやこ)」にすることを目指し、都

心臨海部・インナーハーバー整備構想の対象

エリアとして検討を進めています。 

○横浜市内米軍施設・区域 
    内は日米合意内容

・住宅等建設については、22 年 9 月の日米合同委

員会において住宅建設戸数を約 700 戸から当面

の措置として、根岸住宅地区の移設分として約

400 戸を建設することが合意されています。 
・海底送油管等の工作物は撤去されています。

・水域の利用実態が見られません。 

・本市が都市公園整備を進めていくため、引き

続き、土壌汚染対策や残存工作物等につい

て適切な措置を講じることが必要です。 

・本市が策定した跡地利用基本計画に

基づき、具体化に向けて国の協力が必

要です。 

旧富岡倉庫地区   ３ha 
 国有(１００％)   ３ha 

２１年５月返還 

１７年１２月返還

旧小柴貯油施設  ５３ha 
 国有(９７％)  ５１ha 


